
事業承継にかかる
資金需要に幅広く対応
保証料率は通常より 
平均20％割引

保証期間は
最長20年

事 業承継・Ｍ＆Ａ保証

資

「リレー」は、事業承継にかかる多様な資金需要に対応する保証商品で、保証料率を通常より大幅に割引します。
また、保証期間は最長20年に設定することができ、余裕のある返済計画を立てることができます。

事業承継を信用保証の面からサポート

● 発行済議決権株式取得による事業承継（Ｍ＆Ａ）を行う中小企業・小規模事業者
● 「事業承継後」の中小企業・小規模事業者

平成29年11月から、以下の方々を対象者とし、
更にご利用いただきやすくなりました。

▶▶▶対象者を拡充しました

（2019年4月1日現在）

お問い合わせ・ご相談窓口
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● 上表は概要ですので、詳細につきましては、各事務所、支所までお問い合わせください。

事業承継・Ｍ＆Ａ保証「リレー」の概要

対象となる方

2億8,000万円
※一般の普通保険2億円および無担保保険8,000万円の範囲内とします

保 証 期 間 20年以内（うち据置期間2年以内）

返 済 方 法 元金均等分割返済

貸 付 形 式 証書貸付

貸 付 利 率 金融機関所定利率

担 保 必要に応じて提供していただきます

連 帯 保 証 人 原則として、法人の代表者を除き不要

保 証 料 率

《通常の保証料率》

区分
貸借対照表あり 貸借

対照表
なし① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

責任共有
保証料率 1.90％ 1.75％ 1.55％ 1.35％ 1.15％ 1.00％ 0.80％ 0.60％ 0.45％ 1.15％

《「リレー」の保証料率》
責任共有
保証料率 1.70％ 1.50％ 1.30％ 1.10％ 0.92％ 0.77％ 0.61％ 0.45％ 0.31％ 0.92％

平均 20％割引

対象者①
事業承継計画を策定している又は事業承継後の中小企業・小規模事業者
対象者②
被事業承継会社から発行済議決権株式取得によるＭ＆Ａでの事業承継計画を策定してい
る中小企業・小規模事業者
対象者③
事業承継のために設立した持株会社（純粋持株会社、事業持株会社）

対象者①
・事業用財産取得資金（申込人以外が所有する事業用財産）
・役員退職金支払資金
・自己株式の取得資金（申込人以外が所有する自己株式）及び同株式取得の附帯費用の支払資金
・被事業承継者の保証付き借入金の借換資金
・事業譲渡に伴って必要となる事業資金
・その他協会が認める事業承継に必要な資金
対象者②
・株式会社である被事業承継者の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括取得する資金      
　及び同株式取得の附帯費用の支払資金
・有限会社である被事業承継者の発行済議決権株式総数の4分の3以上を一括取得する資金
　及び同株式取得の附帯費用の支払資金
対象者③
・被後継者（現経営者）が保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を
  一括取得する資金及び同株式取得の附帯費用の支払資金
・事業会社の代表者が所有する事業用不動産の取得資金

資 金 使 途

保 証 限 度 額


